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水道施設及び工業用水道施設緊急復旧工事執行要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、水道施設及び工業用水道施設に係る漏水その他の事故が発生した場 

合における迅速な施設・設備機能の復旧を図るため、緊急復旧工事の執行に関し、企業局

工事施行規程（昭和４９年宮城県企業局管理規程第１０号）に定めがあるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 事    故  安定給水に支障が生じると認められる施設・設備の損傷事故 

（２） 緊急復旧工事 （１）の事故により、緊急に施設・設備の機能復旧を要する工事  

（３） 指 定 業 者  本要領第３条で指定した業者  

（４） 事 務 所 長  水道用水供給事業及び工業用水道事業を所管する地方機関の長  

（５） 復旧対象施設・設備  管路、浄水施設等、事故により安定給水が損なわれるおそれのあ  

る施設・設備で、事務所長があらかじめ定めたもの  

 

（業者の指定）  

第３条 事務所長は、事故が発生した場合の業者選定・発注の迅速化を図るため、復旧対象

施設・設備ごとに、宮城県建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程（平成１３

年宮城県告示第７２７号）第５条の規定により建設工事入札参加業者登録を受けている単

独事業者の中から１業者を選定し、緊急復旧工事の業者を指定しておくものとする。 

                                                           

（業者の選定方法） 

第４条 事務所長は、復旧対象施設・設備ごとに、公募により希望者を募集し、資格審査を

経て選定するものとする。ただし、点検及び管理運営業務を委託する復旧対象施設・設備

のうち、当該業務委託業者の選定に際し、当該施設・設備の指定業者となることの条件を

付して競争入札を行った場合にあっては、同業務を受託した業者を選定できるものとする。 

２  前項において、応募がない場合は、工事の施工成績、技術者数等を総合的に勘案し、地

方機関指名委員会の審議を経て選定するものとする。  

 

（協定の締結） 

第５条 事務所長は、前条第１項における公募による場合及び前条第２項により指定業者を

選定した場合においては、当該事業者と緊急復旧工事の実施に関する基本事項について水

道施設等緊急復旧工事の施行に関する協定書（様式第１号）を取り交わすものとする。  

２ 前項において、前条第２項により指定業者を選定した場合においては、事前に当該事業

者の同意を求めるものとする。  
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（指定業者の報告） 

第６条 事務所長は、指定業者を指定したときは、指定業者一覧表を作成し、必要な書類を

添付の上、速やかに企業局長に報告しなければならない。 

 

（指定業者への出動依頼） 

第７条 事故が発生したときは、事務所長は、速やかに指定業者に対し水道施設等緊急復旧

工事出動依頼書（様式第２号。以下「出動依頼書」という。）を交付し、出動を求めるも

のとする。  

２ 前項において、事務所長は、指定業者が相当な理由により出動できないと判断した場合

は、第４条第２項に準じて新たに指定業者を選定し、出動を求めるものとする。 

 

（請書） 

 第８条 事務所長は、前条の規定により指定業者に出動依頼書を交付したときは、当該指定

業者から請書（様式第３号）を徴するものとする。 

 

（工事の実施） 

第９条 事務所長は、前条の規定により指定業者から請書を徴したときは、直ちに当該指定

業者に緊急復旧工事に着手させるとともに、監督員に工事記録表（様式第４号）を作成さ

せるものとする。 

 

（請負金額の決定） 

第１０条 事務所長は、緊急復旧工事が完了したときは、工事記録表その他工事中の記録に

基づいて工事費を積算し、指定業者と協議の上、請負金額を決定するものとする。 

 

（精算請書及び支出事務） 

第１１条 事務所長は、請負金額を決定したときは、指定業者から精算請書（様式第５号）

を徴し、支出の事務を処理するものとする。 

 

（報告） 

第１２条 事務所長は、その所管に属する施設に事故が発生したときは、その概要について

直ちに企業局長に報告するとともに、その後の処理状況について事故処理報告書（様式第

６号）により企業局長に報告しなければならない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、昭和５７年９月１０日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

  この要領は、平成１５年２月２０日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 
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 この要領は、平成１８年１０月１０日から施行する。  

   附 則  

（施行期日） 

  この要領は、令和６年１月１日から施行する。 
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様式第１号 

水道施設等緊急復旧工事の施行に関する協定書 

 

 

 宮城県          事務所長（以下「甲」という。）と             

（以下「乙」という。）とは、甲が所管する水道施設（工業用水道施設を含む。）に漏水そ

の他の事故が発生した場合に、迅速に緊急復旧工事を施行するため、次のとおり協定を締結

する。 

 

（出動の要請） 

第１条 甲は、事故の発生により乙の出動を必要とするときは、水道施設等緊急復旧工事出

動依頼書（様式第２号）により乙の出動を求めるものとする。この場合において、乙は、

相当な理由がない限りこの要請を拒むことができないものとする。 

 

（緊急復旧工事の実施） 

第２条 乙は、前条により出動の要請を受けたときは、請書（様式第３号）を甲に提出し、

速やかに緊急復旧工事に着手するものとする。 

２ 緊急復旧工事は、監督員の指示によって施行するものとする。 

 

（請負金額を定める方法） 

第３条 甲は、緊急復旧工事が完了したときは、工事記録表（様式第４号）その他工事中の

記録に基づいて委託費を積算し、乙と協議の上、請負金額を決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、成立の日から    年  月  日までとする。  

 

（協定外事項の取扱い） 

第５条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙両者が協議して定めるも

のとする。 

 

年  月  日  

 

                            甲   

宮城県          事務所長   印 

 

 

                            乙 

                                     印 
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様式第２号 

 

年  月  日  

 

                殿 

 

 

               宮城県          事務所長  

 

 

水道施設等緊急復旧工事出動依頼書 

 

年  月  日締結した水道施設等緊急復旧工事の施行に関する協定

第１条に基づき、次のとおり出動を求めます。 

 

記 

工 事 名  

工 事 場 所  

事 故 の 状 況  

予 想 さ れ る 

工 事 概 要 
 

予 想 さ れ る 

工 事 期 間 
  年  月  日 ～    年  月  日 

その他必要事項  
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様式第３号  

 

請   書  

 

                             

工 事 番 号 

 

工 事 名 

 

工 事 場 所 

 

工 期      年   月   日 から  

履 行 期 間      年   月   日 まで  

 

請 負 代 金 額   工事完成後両者が協議して定める額  

 

契 約 保 証 金   免 除  

 

 

 上記の工事について、次の条項によりお請けします。 

 

 

      年  月  日  

 

宮城県          事務所長 殿 

 

請負者  住所 

 

         氏名 

 

 

１ この契約において、宮城県          事務所長   を甲とし、 

                               を乙とする。                                                                                                                             

２ 乙は、甲の指示に基づき、頭書の期限までに工事を完成するものとする。 

３ 乙は、修繕、改造等に当たり、甲から引渡しを受けた物件は、善良なる管理者の注

意義務をもって保管し、故意又は重大な過失により物件を滅失若しくは毀損したとき

は、これを賠償するものとする。 

４ 甲は、乙から工事完成の通知を受けた後１４日以内に完成検査を行うものとする。 

５ 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく契約の目的物を甲に引き渡すもの

とする。 

収 入   

    

 

印 紙         
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６ 乙の責に帰する事由により期限までに工事完成の見込みがないときは、乙は、その

事由を付した書面をもって甲に期限の延長を求めることができる。この場合において、

甲は、遅滞の日数に応じ、請負代金額に年２．５％の割合で計算した違約金を徴収す

ることができる。 

７ 請負代金額は、検査合格後乙から所定の支払請求書を受理した日から４０日以内に

支払うものとする。甲がその責に帰する事由により請負代金の支払が遅れた場合にお

いては、乙は、遅延日数に応じ、未受領金額に年２．５％の割合で計算した額の遅延

利息の支払を甲に請求することができる。 

８ 甲は、乙から引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、当該目的物の引渡し

の日から２年間（木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合は、１年

とする。）、当該目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求すること

ができる。ただし、当該契約不適合が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合に

は、甲が乙に対し当該請求をすることができる期間は、１０年とする。 

９ 甲は、乙の債務不履行、不正な行為又は解除の申出があったときは、契約を解除す

ることができる。この場合において、乙は、違約金として甲が積算する工事金額に相

当する金額の１０分の１を納付しなければならない。 

１０ 前項において、甲は、出来高部分について甲の所有とすることができるものとす

る。この場合において、甲は、乙に対し当該部分に対する請負代金相当額を支払うも

のとする。 

１１ 甲は、この契約に基づき乙から違約金を徴収するときは、これを請負代金額と相

殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。 

１２ 甲は、前項の規定により金額を追徴する場合において、乙が甲の指定する期日ま

でに納付しないときは、遅延日数に応じ、年２．５％の割合で計算した延滞金を徴収

するものとする。 

１３ 甲が徴収する違約金が１，０００円未満であるときは、延滞金を付さないものと

し、また延滞金が１００円未満のとき又は延滞金に１００円未満の端数が生じたとき

のその端数は、徴収しないものとする。 

１４ 甲は、自己の都合により契約を解除することができる。この場合において、乙は、

甲に対し損害賠償を請求することができる。 

１５ 甲は、乙に対し工事目的物を火災保険に付することを求めることができる。火災

保険に付すべき時期、期間、金額、保険会社等については、甲乙協議して定めるもの

とし、乙は、保険契約を締結したときは、直ちにその証券を甲に提示するものとする。 

１６ この契約に定めるもののほか、必要な事項は、その都度甲乙協議して定めるもの

とする。 

１７ この契約において、甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったと

きに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争が生

じた場合は、甲及び乙は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２５条第３項に

基づき設置する宮城県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又

は調停によりその解決を図るものとする。ただし、甲及び乙は、その一方又は双方が

審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、本文

の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服

する。 
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様式第４号 

工 事 記 録 表 

工   事   名  工     期  

工    事   場    所  請   負   人  

月  日 天候 作  業  内  容 
使   用   材   料 使 用 機 械 

作業人員 指  示  事  項 監督員 
名       称 数量 名    称 数量 

          

          

          

          

          

          

備  考  
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様式第５号                                

精 算 請 書 

           

 

工 事 番 号  

 

工 事 名  

 

工 事 場 所  

 

工 期 

 

 

着 手      年   月   日  

 

完 了      年   月   日  

 

 

年  月  日付けをもってお請けした上記復旧工事の請負代金に関し、協議

の結果異議なく次のとおり精算します。  

 

 

請 負 代 金 の 精 算 金 額   金           円  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額   金              円）  

 

  年  月  日  

 

宮城県          事務所長 殿  

 

契 約 者  

 

住 所  

 

氏 名  

 

 

 

 

収 入  

 

 

印 紙  
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様式第６号  

事 故 処 理 報 告 書 

  年  月  日  

事故発生日時  事故発生場所  

事 故 の 概 要  

事 故 に 伴 う 

予 算 額 

及 び 

算 出 根 拠 

 

事

故

処

理

状

況 

 

経

過 

・ 

工

程 

・ 

図

面 

 本 課 及 び 

他関係機関 

連 絡 日 時 

 

 


